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平
成
十
七
年

六
月
二
十
日

(

月
曜
日)

第
二
千
四
百
九
十
二
号

目

次

告

示

○
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
衛
生
課)

…

�

○
検
査
の
事
務
を
農
林
水
産
事
務
所
長
に
委
任
す
る
土
地
改
良
区
の
指

定

(

団
体
経
営

改

善

課)

…

�

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許

(

漁
港
漁
場

整

備

課)

…

�

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可

(

都
市
計
画
課)

…

�

公

告

○
県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

(
経

理

課)

…

�

○
除
雪
車
両
の
交
換
に
係
る
一
般
競
争
入
札

(

同

)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(
青
森
県
土

整
備
事
務
所)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

五
所
川
原

県
土
整
備

事

務

所

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

第
十
三
条
第
一
項
第

四
十
五
号
ク
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
知
事
が
指
定
す
る
土
地
改
良
区
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
中
部
土
地
改
良
区

�
田
村
土
地
改
良
区

平
内
町
土
地
改
良
区

鬼
沢
楢
木
土
地
改
良
区

田
山
堰
土
地
改
良
区

相
馬
土
地
改
良
区

蛯
川
土
地
改
良
区

天
満
下
土
地
改
良
区

島
守
土
地
改
良
区

浅
水
七
崎
土
地
改
良
区

砂
沢
溜
池
土
地
改
良
区

赤
石
川
土
地
改
良
区

屏
風
山
土
地
改
良
区

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

大
学
堂
薬
局

竹
村
医
院

八
戸
市
大
字
三
日
町
一
三

青
森
市
花
園
一
丁
目
一
八
の
五

平
成
��･

�･

�

��･

�･

�	

�
�
�
�
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榎
林
土
地
改
良
区

沼
崎
土
地
改
良
区

赤
沼
土
地
改
良
区

藤
島
川
土
地
改
良
区

奥
入
瀬
川
東
部
土
地
改
良
区

大
畑
土
地
改
良
区

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
六
月
十
三
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

む
つ
市
脇
野
沢
字
黒
岩
二
九
○
番
か
ら
八
番
二
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用

い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑪
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及

び
①
の
地
点
と
⑪
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
○
八
・
五
八
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
六
七
・
五
三
○
メ
ー
ト
ル

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
三
○
・
四
六
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
六
五
・
三
八
八
メ
ー
ト
ル

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
四
○
・
六
○
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
六
二
・
三
四
九
メ
ー
ト
ル

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
五
○
・
二
三
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
五
八
・
六
○
二
メ
ー
ト
ル

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
六
七
・
六
一
○
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
四
八
・
五
○
二
メ
ー
ト
ル

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
五
二
・
三
九
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
二
七
・
四
二
○
メ
ー
ト
ル

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
二
八
・
○
七
○
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
四
四
・
九
七
五
メ
ー
ト
ル

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
八
九
・
三
六
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
二
九
一
・
三
三
三
メ
ー
ト
ル

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
三
九
・
九
八
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
二
六
・
九
六
五
メ
ー
ト
ル

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
四
四
・
○
九
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
三
○
・
一
六
三
メ
ー
ト
ル

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
六
八
・
七
七
○
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
二
・
三
五
八
メ
ー
ト
ル

３

面
積

三
、
二
三
四
・
五
○
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

む
つ
市
脇
野
沢
字
黒
岩
二
九
○
番
か
ら
八
番
二
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用

い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及

び
①
の
地
点
と
⑧
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
七
五
・
四
三
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
五
九
・
二
九
三
メ
ー
ト
ル
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②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
四
九
・
四
七
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
二
三
・
三
六
六
メ
ー
ト
ル

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
二
九
・
一
九
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
三
七
・
九
九
五
メ
ー
ト
ル

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
九
○
・
五
一
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
二
八
四
・
三
九
四
メ
ー
ト
ル

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
三
七
・
一
○
○
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
二
二
・
九
四
三
メ
ー
ト
ル

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
○
七
六
・
三
八
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
七
七
・
三
七
八
メ
ー
ト
ル

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
一
二
・
九
七
○
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
七
二
・
一
五
一
メ
ー
ト
ル

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
三
九
・
一
七
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
七
七
・
八
一
○
メ
ー
ト
ル

３

面
積

六
、
八
三
二
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
道
路
事
業
を
平
成
十
七
年
六
月
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

弘
前
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

(

三
・
四
・
十
八
東
城
北
宮
川
線)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
弘
前
市
大
字
宮
園
三
丁
目
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

公

告

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

四
千
八
百
十
万
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

青
森
市
青
柳
一
丁
目
一
六
の
三
〇

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所
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所

在

地

地

目

地

積

青
森
市
青
柳
一
丁
目
一
六
の
三
〇

宅

地

九
六
七
・
九
九
平
方
メ
ー
ト
ル
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
経
理
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

南
棟
一
階
経
理
課
入
札
室

２

日
時

平
成
十
七
年
七
月
二
十
日

午
前
十
時
三
十
分

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

物
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
七
月
十
三
日
午
前
十
時
か
ら
、
青
森
市
青
柳
一
丁
目
一
六

の
三
〇
に
お
い
て
現
場
説
明
を
行
う
。

除
雪
車
両
の
交
換
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
と
県
所
有
の
物
品
と
の
交
換
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入

札
説
明
書
に
よ
る
。

空
港
用
高
速
ロ
ー
タ
リ
除
雪
車

(

六
〇
〇
Ｐ
Ｓ)

一
台

二

納
入
期
限

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
五
十
五
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

又
は

平
成
十
七
年
一
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の

一
の
規
定
に
よ
り
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

交
換
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
類
似
品
に
つ
い
て
相
当
数
の
納
入
実
績
等
が
あ
る
こ
と
を
証

明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

交
換
物
品
に
つ
い
て
迅
速
な
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先青

森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
経
理
課
財
産
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
一
〇
四

２

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
十
七
年
八
月
一
日

午
後
五
時
十
五
分

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

�

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

南
棟
一
階
経
理
課
入
札
室

�

日
時

平
成
十
七
年
八
月
八
日

な
お
、
時
間
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
、
青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年

三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

落
札
者
の
決
定
方
法

九
の
３
の
規
定
に
よ
り
落
札
対
象
と
判
断
さ
れ
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交

換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

九

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
必
要
な
証
明
書
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
青
森

県
出
納
局
経
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
証

明
書
の
内
容
に
関
す
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
基
づ
き
交
換
物
品
の
製
作
仕
様
書
等

を
作
成
し
、
こ
れ
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
青
森
県
出
納
局
経
理
課
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
製
作
仕
様
書
等
に
関
す
る
説
明
を
求
め

ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
、
当
該
仕
様
書
等
の
内

容
の
変
更
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

�
及
び
�
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
提
出
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

�

�
及
び
�
の
説
明
並
び
に
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

３

落
札
対
象

交
換
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
２
の
�
の
製
作
仕
様
書
等

に
係
る
入
札
書
の
み
を
落
札
対
象
と
す
る
。

４

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

コ
ク
ヨ
東
北
販
売
青
森
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

東

正
隆

青 森 県 報平成17年６月20日 月曜日 第2492号5
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
三
七
の
九
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
一
〇
六
三
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
一
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
こ

と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規

定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

高
田
電
気
工
事
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

高
田

博
明

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
大
野
字
前
田
六
三
の
一
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
二)

第
三
二
二
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
五
月
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
成
恵
組

二

代
表
者
の
氏
名

成
田

�

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
境
字
池
田
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
一
四
九
七
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
五
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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